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条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
一
九
号
）

一

民
生
委
員
の
定
数
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
〇
号
）

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
七
号
）
の
施
行
に
よ
る
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品

質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
五
年
法
律
第
一
四
五
号
）
の
改

正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
一
一
月
二
〇
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例

第
一
二
一
号
）

一

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
九
号
）
の
施
行
に
よ
る
児

童
福
祉
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
六
四
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
一
二
二
号
）

一

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
九
号
）
の
施
行
に
よ
る
児

童
福
祉
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
六
四
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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条

例

東
京
都
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
十
九
号

東
京
都
民
生
委
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
民
生
委
員
定
数
条
例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

表
中
央
区
の
項
中
「
百
二
十
四
人
」
を
「
百
二
十
五
人
」
に
改
め
、
同
表
港
区
の
項
中
「
百
五
十
八

人
」
を
「
百
五
十
六
人
」
に
改
め
、
同
表
墨
田
区
の
項
中
「
二
百
九
人
」
を
「
二
百
十
人
」
に
改
め
、

同
表
江
東
区
の
項
中
「
三
百
三
十
人
」
を
「
三
百
三
十
二
人
」
に
改
め
、
同
表
大
田
区
の
項
中
「
五
百

七
人
」
を
「
五
百
八
人
」
に
改
め
、
同
表
中
野
区
の
項
中
「
三
百
十
一
人
」
を
「
三
百
十
二
人
」
に
改

め
、
同
表
北
区
の
項
中
「
三
百
二
十
三
人
」
を
「
三
百
二
十
二
人
」
に
改
め
、
同
表
荒
川
区
の
項
中

◉
東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
三
号
）

一

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
九
号
）
の
施
行
に
よ
る
児

童
福
祉
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
一
六
四
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
四

号
）

一

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
九
号
）
の
施
行
に
よ
る
就

学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一

八
年
法
律
第
七
七
号
）
等
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
五
号
）

一

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
九
号
）
の
施
行
に
よ
る
就

学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一

八
年
法
律
第
七
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
条
例
第
一
二
六
号
）

一

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
助
成
に
つ
い
て
、
医
療
券
の
提
示
に
係
る

規
定
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
措
置
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
（
条
例
第
一
二
七
号
）

一

水
質
検
査
に
係
る
技
術
の
進
展
等
を
踏
ま
え
、
公
衆
浴
場
の
衛
生
に
必
要
な
措
置
等
の
基
準

を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
一
二
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
八
号
）

一

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
け
る
給
水
装
置
工
事
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た
め
、
当
該
工

事
の
施
行
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
一
二
九
号
）

一

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
け
る
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
適
正
な
実
施
を
図
る
た

め
、
当
該
工
事
の
施
行
に
係
る
規
定
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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「
二
百
十
六
人
」
を
「
二
百
十
五
人
」
に
改
め
、
同
表
板
橋
区
の
項
中
「
五
百
三
十
六
人
」
を
「
五
百

三
十
一
人
」
に
改
め
、
同
表
足
立
区
の
項
中
「
五
百
五
十
九
人
」
を
「
五
百
五
十
一
人
」
に
改
め
、
同

表
青
梅
市
の
項
中
「
百
五
十
一
人
」
を
「
百
五
十
四
人
」
に
改
め
、
同
表
府
中
市
の
項
中
「
百
八
十
一

人
」
を
「
百
九
十
一
人
」
に
改
め
、
同
表
昭
島
市
の
項
中
「
八
十
五
人
」
を
「
八
十
六
人
」
に
改
め
、

同
表
町
田
市
の
項
中
「
二
百
五
十
七
人
」
を
「
二
百
十
三
人
」
に
改
め
、
同
表
日
野
市
の
項
中
「
百
三

十
四
人
」
を
「
百
三
十
三
人
」
に
改
め
、
同
表
東
大
和
市
の
項
中
「
六
十
一
人
」
を
「
五
十
六
人
」
に

改
め
、
同
表
武
蔵
村
山
市
の
項
中
「
六
十
二
人
」
を
「
五
十
九
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
号

東
京
都
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年

東
京
都
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
六
号
た
だ
し
書
中
「
第
二
条
第
十
七
項
」
を
「
第
二
条
第
十
八
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
一
号

東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

東
京
都
一
時
保
護
所
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
令
和
七
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
第
三
十
三
条
の
十
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。令

和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
二
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第

四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
第
三
十
三
条
の
十
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
三
号

東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
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東
京
都
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年

東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
第
三
十
三
条
の
十
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
四
号

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
要
件
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
東
京
都
条
例
第
百
七
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
の
登
録
」
を
「
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規
定
す

る
保
育
士
登
録
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
第
三
十
三
条
の
十
各
号
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
各
号
（
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど

も
園
に
あ
っ
て
は
、
学
校
教
育
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一

項
各
号
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
五
号

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条

例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
中
「
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
十
各
号
」
を
「
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
六
号

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都

条
例
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
通
知
書
」
の
下
に
「
の
交
付
等
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
医
療
券
」
の

下
に
「
又
は
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
い
う
。
）
（
医
療
機
関
等
が
、
医
療
券
と
同
一
の
内
容
を
含
む
情
報
の
提
供
を
受
け
ら
れ
る
場
合

に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
措
置
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
七
号

公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
措
置
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

公
衆
浴
場
の
設
置
場
所
の
配
置
及
び
衛
生
措
置
等
の
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都

条
例
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
六
号
ハ
中
「
大
腸
菌
群
数
」
を
「
大
腸
菌
数
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
八
号

東
京
都
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
給
水
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
東
京
都
条
例
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
が
他
の
水
道
事
業
者
（
法
第
三
条
第
五

項
に
規
定
す
る
水
道
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
他
の
水
道
事
業
者
が
法
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
指
定
を
し
た
者
が
給
水
装
置
の
修
繕
に
係
る
工
事
を
施
行
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
に
、
こ
れ
ら
の
者
が
施
行
す
る
当
該
工
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
指
定
」
を
「
第
一
項
本
文
の
指
定
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
前
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
六
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
六
号
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
工
事
を
除

く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
百
二
十
九
号

東
京
都
下
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
下
水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東
京
都
条
例
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
の
見
出
し
を
「
（
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
等
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
者
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
管

理
者
以
外
の
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
下
水
道
管
理
者
の
指
定
、
承
認
そ
の
他
こ
れ
ら
に

類
す
る
処
分
を
受
け
た
者
（
以
下
「
そ
の
他
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
も
、
こ
れ
を
施
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
本
文
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
第
七
条
の
七
」
を
「
第
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
五
の
見
出
し
を
「
（
東
京
都
指
定
排
水
設
備
工
事
事
業
者
等
の
義
務
）
」
に
改
め
、
同
条

に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
そ
の
他
指
定
事
業
者
が
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
を
施
行
す

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
七
条
の
六
第
二
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
本
文
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
七
の
見
出
し
を
「
（
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
工
事
に
」

を
「
工
事
の
施
行
に
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
そ
の
他
指
定
事
業
者
が
施
行
す

る
排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
施
行
に
関
す
る
技
術
上
の
管
理
は
、
当
該
そ
の
他
指
定
事
業
者
に

排
水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
施
行
に
関
す
る
技
術
上
の
管
理
を
行
う
者
と
し
て
置
か
れ
る
者
（
以

下
「
そ
の
他
責
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
で
な
け
れ
ば
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
七
条
の
八
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
第
三
号
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
十
の
見
出
し
を
「
（
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
等
の
義
務
）
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
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と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
の
他
責
任
技
術
者
が
、
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
そ
の
他
指
定
事
業
者
が
施
行
す
る
排

水
設
備
の
新
設
等
の
工
事
の
施
行
に
関
す
る
技
術
上
の
管
理
を
行
う
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
七
条
の
十
一
第
二
号
中
「
前
条
」
を
「
前
条
前
段
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
第
七
条
の
七
」

を
「
第
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
本
文
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
七
条

の
七
」
を
「
第
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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